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3-1 グループ通算制度
（通算グループ加入時の時価評価）

•法人税法上、グループ通算制度の開始時における親法人及び子法人、そ

の後の通算グループへの加入時に通算グループに加入した子法人等が有

する資産について一定の場合、時価評価を行い、評価損益を開始又は加

入直前事業年度の所得の計算上、損金又は益金に算入する必要がある。

•なお、開始時の時価評価についてはグループ通算制度開始時には完全支

配関係の継続見込がある場合に限り時価評価の対象外となる（以下では、

子法人の加入時の時価評価についてのみ記載している）。

１．グループ加入時の時価評価の概要

⑴　時価評価が必要な場合

　完全支配関係を有することになり通算グループに子法人が加入する場合、こ

れらの子法人は保有資産の時価評価を行い、評価損益を加入直前事業年度の所

得の計算上、損金又は益金に算入する必要がある（法法64の12①）。これは加

入前の含み損益が加入後の期間の所得に影響を及ぼさないようにするための措

置である。

⑵　時価評価の対象外となる法人

　グループ通算制度の下で完全支配関係を有することになる子法人のうち時価

評価の対象外となる法人は以下の法人とされている（法法64の12①）。

①　通算グループ内での新設法人

②　通算法人を株式交換等完全親法人とする適格株式交換等に係る株式交換

等完全子法人

③　適格組織再編成の適格要件に相当する要件に該当する完全子法人
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⑶　時価評価対象資産

　時価評価対象資産とは、固定資産、棚卸資産たる土地（土地の上に存する権

利を含む。）、有価証券、金銭債権及び繰延資産をいうが、次の資産は加入時の

時価評価の対象外とされている（法法64の12①、法令131の15①、法令131の16

①）。

①　前５年内事業年度等において、一定の圧縮記帳の規定の適用を受けた減

価償却資産

②　売買目的有価証券（法法61の３①一）及び償還有価証券（法令119の14）

③　帳簿価額が1,000万円未満の資産

④　含み損益が、子法人の資本金等の額の２分の１に相当する金額又は

1,000万円のいずれか少ない金額に満たない資産

⑤　加入法人との間に完全支配関係がある内国法人（※1）の株式又は出資で、

その価額がその帳簿価額に満たないもの

⑥　通算法人の有する他の通算法人（通算親法人を除く。）の株式等

⑦　初年度離脱加入子法人（※2）の有する資産
　（※１） ・清算中のもの
　　　　 ・解散（合併による解散を除く。）が見込まれるもの
　　　　 ・ 完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込ま

れるもの
　（※２） 　親法人との間に完全支配関係を有することとなった加入法人でその

親法人による完全支配関係を有することとなった日の属するその親法
人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもので、
その完全支配関係を有することとなった日以後２カ月以内に離脱する
もの。

⑷　時価の意義

　時価とは、当該時価評価対象資産が使用収益されるものとしてその時におい

て譲渡されるときに通常付される価額によるのであるが、それぞれ次に掲げる

方法その他合理的な方法により当該時価評価資産のその時の価額を算定してい

るときは、課税上弊害がない限り、これが認められる（法基通12の7-3-1、12

の7-3-8）。
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資産の区分 評価方法
有形減価償却
資産

再取得価額を基に、その取得の時から加入直前事業年度終了時点（評価時点）まで
旧定率法（又は定率法）により償却を行った場合の未償却残高相当額。

無形減価償却
資産及び生物

取得価額を基に取得時点から評価時点までに旧定額法で償却を行った場合の未償却
残高相当額。

土地 近傍類地の売買実例を基礎として合理的に算定した価額又は近傍類地の公示価額等
から合理的に算定した価額。

有価証券 上場有価証券は市場価額又は直前１カ月間の市場価額の平均。上場有価証券以外の
有価証券は、６カ月以内の適正な売買実例価額、なければ１株当り純資産額等を斟
酌して通常取引されると認められる額、あるいは財産評価通達の例によって算定し
た額。

金銭債権 個別評価金銭債権は、債権額から個別貸倒引当金繰入限度額を控除した金額。その
他の債権は金銭債権の帳簿価額。

繰延資産 創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債等発行費は帳簿価額。その他の繰延資
産は、その支出の時点から評価時点まで償却限度額いっぱいに償却した未償却残高
相当額。

２．会計処理と申告調整

　通算グループ加入時の時価評価は、法人税法の規定によるものであり、会計

上の処理は発生しない。

　したがって、法人税申告において時価評価に関する申告調整が必要となる。

　当社（Ｐ社）は３月決算であり、100％子法人S1社を通算子法人として、

グループ通算制度を適用しています。20X1年４月１日に、S2社の株式100

％を第三者からの売買により取得し、S2社が通算子法人になりました。

20X1年３月末におけるS2社の資産、負債は以下のとおりです。20X1年３

月期のS2社の法人税申告において、資産の時価評価に関して必要な会計

上及び税務上の取扱いについて教えてください。

設　例

第2章　グループ関連税制

471

【前提条件】
20X1年３月末におけるS2社の資産負債の内容 （単位：千円）

資産の部 負債及び純資産の部
科目 簿価 時価 科目 簿価 時価

土地 100,000 150,000 負債　計 180,000 180,000
その他 250,000 250,000 純資産　計 170,000 220,000
資産　計 350,000 400,000 負債・純資産計 350,000 400,000

※簿価は会計上、税務上ともに同じであり、簿価と時価が異なるのは、土地のみです。
※土地は一筆であり、時価評価対象資産です。

　S2社は、Ｐ社による完全支配関係を有することとなり、通算制度に加入する

ため、加入日の前日の属する事業年度開始の日からその前日（20X1年３月末）

までの期間の単体申告において保有資産の時価評価を行い、評価損益をグルー

プ加入直前事業年度の所得の計算上、損金又は益金に算入する必要がある。

　Ａ．会計上の仕訳

　　　仕訳なし

　Ｂ．税務上の仕訳

　（保有資産である土地の時価評価）
（借） 土地 50,000 （貸） 土地評価益 50,000＊

　＊時価150,000－簿価100,000

　Ｃ．申告調整の仕訳

　（保有資産である土地の時価評価）
（借） 土地 50,000 （貸） 土地評価益 50,000


